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�

男女共同参画社会実現に向けた新たな動き�

�

�

１� 国の動き�

� 社会経済のグローバル化に伴う諸外国との競争激化、国内の少子高齢化等による家庭生活

や地域社会の多様化など急速に変化する中、経済状況を安定した成長軌道に乗せ、豊かさを

実感できる社会を実現する必要があります。�

そのため、国は「日本再興戦略（平成２５年（２０１３年）６月策定）」の中核に「女性

の活躍」を位置づけ、女性の力を「我が国最大の潜在力」と捉えた取組を推進するとともに、

平成２７年（２０１５年）９月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」を公

布・施行しました。�

� � また、令和２年度（２０２０年度）は第４次男女共同参画基本計画の最終年度であったた

め、「あらゆる分野における女性の参画拡大」、「安全・安心な暮らしの実現」、「男女共

同参画社会の実現に向けた基盤の整備」及び「推進体制の整備・強化」の４つの政策領域を

定めた、令和３年度（２０２１年度）から５年間の第５次男女共同参画基本計画の策定が行

われました。�

� � 令和３年（２０２１年）６月には、「育児介護休業法」が改正され出産・育児による離職

の防止や育児休業が取得しやすい枠組みや体制等が整備されました。また、「政治分野にお

ける男女共同参画の推進に関する法律」が改正され、女性候補者増加に向けた人材育成やハ

ラスメントへの対応、男女共同参画推進に向けた積極的な環境整備など、女性活躍の加速化

に向けた取組を進めています。�

�

２� 本県の動き�

� 本県においても、平成２６年（２０１４年）８月、県内の経済界をはじめとする関係機関・

団体など産学官の多様なメンバーの連携による「熊本県女性の社会参画加速化会議」を設置

し、女性の活躍を更に加速化させるため様々な事業を進めています。�

� 当会議において、各参加団体が連携して取り組む施策・事業等を取りまとめた「熊本県女

性の社会参画加速化戦略」を平成２７年（２０１５年）２月に策定しました。�

� この戦略は、女性の社会参画を加速化するうえでの課題である「出産・育児に伴う女性の

退職」、「役員・管理職への登用の遅れ」及び「固定的性別役割分担意識」などに対応し、

『熊本が変わる』ため、『企業、女性・男性、社会が“変わる”』という視点から成ってい

ます。�

� また、この熊本県女性の社会参画加速化戦略、第４次熊本県男女共同参画計画及び国の第

５次男女共同参画基本計画や、国連で採択された持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を踏まえ、

令和３年度（２０２１年度）から５年間の第５次熊本県男女共同参画計画を策定し、更なる

男女共同参画社会づくりを推進しています。�
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�

�

第４次熊本県男女共同参画計画の基本的な考え方�

�

（当該報告書は、令和２年度（����年度）の評価を行っているため、ここでは第４次熊本県男女共

同参画計画（+����～5���）の考え方について記載する）�

�

� １� 計画の位置付け�

� � この計画は、男女共同参画社会基本法第１４条及び熊本県男女共同参画推進条例第１

５条の規定に基づく、県における男女共同参画社会の形成に関する施策についての基本

的な計画であり、国の第４次男女共同参画基本計画及び熊本県女性の社会参画加速化戦

略等を踏まえて策定しました。�

�

�

�

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

�

�

�

�

�

�

�

�

� � � � � � � � � � �

�

�

～� 第４次計画関連の主な計画等� ～�

＊幸せ実感くまもと４カ年戦略� � � � � � � ＊くまもと子ども・子育てプラン� � � � � � � � �

＊熊本県労働・人材育成計画� � � � � � � � ＊くまもと「夢への架け橋」教育プラン��

＊熊本県農山漁村男女共同参画推進プラン� � ＊熊本県地域福祉支援計画� � �

＊熊本県特定事業主行動計画� � � � � � � � ＊熊本県保健医療計画� � �

＊熊本県ＤＶ対策基本計画� � � � � � � � � ＊熊本県健康増進計画� �

＊熊本県人権教育・啓発基本計画� � � � � � ＊がん対策推進計画� � �

＊熊本県障がい者計画�

＊熊本県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画� � � � � � � � � � � �

＊仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）推進構想� � � � � � など�

�

 

男女共同参画社会基本法�

+��������公布・施行�
熊本県男女共同参画推進条例�

+�������施行�

���

国�

第４次男女共同�

参画基本計画�

� +�����策定�

熊本県女性の社会�

参画加速化戦略�

+�����策定�

日本再興戦略�

+����策定�

第４次�熊本県男女共同参画計画�（Ｈ２８．４～Ｒ３．３）�

女性の職業生活における活躍�

の推進に関する法律�

+������公布・施行�

2



3



4



5 
 

第１ 熊本県の人口・人口構成等

我が国の人口は年々減少傾向にある。本県においても、今後長期的に人口減少と年齢構成の

変化が続くとともに、家族形態や地域社会が変化していくことが確実視されている。

ここでは、熊本県の人口、人口構成等についてみていく。

１ 本県では人口減少が進んでいく中で、長期的には労働力不足の深刻化が予想されており、

地域の活力を維持していくには、女性や高齢者の就業機会の拡大、能力活用が重要な課題と

なっている。

２ 少子化の一因である晩婚化及び未婚化が男女ともに進む中、令和 年 年 の本県の合

計特殊出生率は、前年と同値の であった（全国 位）。出生率の向上につなげるため

に、子どもを産み、育てやすい環境をつくる更なる取組が必要である。

１ 熊本県の人口
 
（１）総人口 

●人口減少は今後さらに加速

本県の総人口（推計人口調査）は、令和 年 年 月 日現在、 人で、前年

（ 人）に比べ、 人減少（▲ ％）した（図表 ）。今後も減少傾向は続き、

本県の総人口は、 年には約 万人になると見込まれている（図表 ）。

図表 熊本県の人口の推移
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図表 熊本県の将来人口の推移
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２ 熊本県の人口構成

（１）男女別人口 
●男女構成比の女性の割合は５２％～５３％で推移

本県の男女別人口（国勢調査 速報値 ）は、令和 年 年 月 日現在、男性約 万

千人、女性約 万 千人で 年前と比べ男性は約 万 千人、女性は約 万 千人減少した。

男女構成比をみると、女性の割合は長期に渡り ～ で推移している（図表 ）。

図表 熊本県の男女別人口の推移
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（２）年齢別人口 

●生産年齢人口は減少傾向

熊本県の令和 年 年 月 日現在の人口ピラミッド（図表 ）によると、生産年齢人

口は第 次ベビーブーム期（昭和 ～ 年）をピークとして減少傾向にあり、ピラミッドの

裾野が次第に狭まってきているため、長期的には労働力不足の深刻化が懸念されている。労働

力を維持するためには、働く意欲のある女性や高齢者の就業機会の拡大や能力の活用が不可欠

である。

図表 熊本県の人口ピラミッド（令和 年 月 日現在）
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（２）審議会等委員に占める女性の割合 
●本県における女性登用率は前年より０．５ポイント増の３９．４％

本県における審議会等委員への女性の登用率は、令和 年 年 月 日現在、前年よ

り ポイント増加の となった（図表 ）。

市町村においては、令和 年 年 月 日現在、 と前年より ポイント増加し

たものの低い状況にあるため、女性登用率向上に向けては、目標値設定や積極的な女性登用な

どを行う必要がある（図表 ）。

図表 熊本県における審議会等委員会への女性の登用率（各年 月 日現在）
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※熊本県の数値は、登用目標の対象である審議会等への女性の登用率

※全国の数値は、令和 年の調査結果が出ていないため空欄としている

内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況調査」

熊本県男女参画・協働推進課調べ

図表 熊本県市町村における審議会等への女性の登用率（各年 月 日現在）
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※政令指定都市、特別区を含む

※全国の数値は、令和 年の調査結果が出ていないため空欄としている

内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況調査」

熊本県男女参画・協働推進課調べ
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（３）熊本県における女性の参画状況  
●管理職（課長級以上）に占める女性職員の割合は増加

熊本県の管理職（課長級以上）に占める女性の割合は、令和 年 年 月 日現在、前

年より ポイント増の となった（図表 ）。

なお、令和 年 年 月 日現在、新規採用職員に占める女性の割合は、熊本県全体（教

職員除く）で 、知事部局のみで だった（図表 ）。

図表 県職員（※）における管理職に占める女性割合の推移
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※対象：知事部局等職員、県警職員、教育委員会事務局職員

※平成 年以降は一般行政職以外の職員も計上

※令和 年の全国の数値は、調査結果が出ていないため空欄

内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況調査」

熊本県男女参画・協働推進課調べ

【参考】

県職員（※）における女性の登用状況

の推移

本県における教職員、警察官を除いた

管理職（課長級以上）に占める女性の割

合は前年より ポイント増の ％と

なった。

また、役付職員（係長級以上）に占め

る女性の割合は前年より ポイント増

の ％となった。

※対象：知事部局等職員、県警職員の

うち事務職員等（警察官を除く）、

教育委員会事務局職員

※平成 年以降は一般行政職以外の職員 熊本県男女参画・協働推進課調べ

も計上

図表 新規採用職員 教職員除く に占める女性割合の全国比較（各年 月 日現在） （％）

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

熊本県 25.6 25.0 29.7 38.9 33.1 32.4 34.4 39.0 38.5 33.3
全　国 30.3 30.3 32.6 31.9 34.4 35.3 35.1 35.3 36.6 －

【参考】知事部局 38.3 32.7 39.7 42.3 42.3 42.0 38.1 40.9 38.5 32.3

※対象：知事部局等職員、県警職員、教育委員会事務局職員

※全国の数値は、令和 年の調査結果が出ていないため空欄としている

内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況調査」

熊本県男女参画・協働推進課調べ
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（４）市町村における女性の参画状況 
●市町村の管理職（※）に占める女性の割合は前年より増加

市町村の管理職に占める女性の割合は、令和 年 年 月 日現在、県内市町村平均で

となり、前年度より ポイント減少した（図表 ）。

また、県内市町村新規採用職員に占める女性の割合は、前年度より ポイント減少し

となった（図表 ）。

図表 市町村職員における管理職に占める女性職員比率
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※管理職：管理職手当を支給されている職員（管理または監督の地位）にある職員のうち、条例で指定する職

（内閣府推進状況調査による定義）概ね課長級以上が該当

※政令指定都市、特別区を含む

※全国の数値は、令和 年の調査結果が出ていないため空欄としている

内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況調査」

熊本県男女参画・協働推進課調べ

図表 市町村新規採用職員に占める女性の割合（各年 月 日現在）

総数 女性数 女性の割合 総数 女性数 女性の割合 総数 女性数 女性の割合 総数 女性数 女性の割合 総数 女性数 女性の割合 総数 女性数 女性の割合 総数 女性数 女性の割合

大学卒業程度 275 90 32.7% 306 121 39.5% 266 89 33.5% 251 100 39.8% 296 99 33.4% 250 103 41.2% 203 76 37.4%
短大卒業程度 57 43 75.4% 45 39 86.7% 30 28 93.3% 21 20 95.2% 40 33 82.5% 35 28 80.0% 25 16 64.0%
高校卒業程度 121 43 35.5% 144 55 38.2% 149 53 35.6% 185 86 46.5% 148 52 35.1% 168 73 43.5% 181 66 36.5%

計 453 176 38.9% 495 215 43.4% 445 170 38.2% 457 206 45.1% 484 184 38.0% 453 204 45.0% 409 158 38.6%

R3R2
採用区分

R1H27 H28 H29 H30

熊本県男女参画・協働推進課調べ

（５）教育分野における女性の参画状況 
●本県教育委員に占める女性の割合は４０．０％

本県の教育委員は、 人中女性は 人である。

一方、県内市町村の教育委員に占める女性の割合は となり、前年より ポイント減

少した（図表 ）。

図表 教育委員に占める女性の割合の推移（各年 月 日現在）
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（％）

県
県内市町村
全国

※県教育委員の総数は、平成 年までは 名、平成 年からは 名

※全国の数値は都道府県の平均値であり、令和 年の調査結果が出ていないため空欄としている

内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況調査」

熊本県男女参画・協働推進課調べ
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２ 教育における状況
（１）大学等進学率（※） 

●大学等の進学率は、男性より女性が高い

本県の大学等への進学率は、女性が前年より ポイント増の 、男性は ポイント

減の であった。

また、四年制大学への進学率は、女性が前年と同値の 、男性は前年から ポイント

減の となっている（図表 ）。

図表 熊本県における大学等進学率（各年 月現在）
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40.9

30

35

40

45

50
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H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

（％）

女性（大学等） 女性（四年制大学）

男性（大学等） 男性（四年制大学）

※大学等進学率＝大学学部、短期大学本科、大学・短期大学の通信教育部、大学・短期大学の別科、高等学

校専攻科、特別支援学校高等部専攻科への進学率（中等教育学校（後期課程）卒業者は含まず）

文部科学省「令和 年度学校基本調査」

（２）男女混合名簿（出席簿）の使用状況 
●小学校では全校、中学校の約８割で使用している

男女混合名簿の使用割合は、令和 年 年 月現在、小学校は 実施、中学校で

と昨年より ポイント増えており、毎年増加している（図表 ）。

図表 熊本県における男女混合名簿（出席簿）の使用割合（国立・私立を除く）
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※義務教育学校は中学校に含む

熊本県男女参画・協働推進課、教育庁義務教育課調べ
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※ワーク・ライフ・バランスとは・・・ 
 
「老若男女誰もが、仕事、家庭生活、

地域社会、個人の自己啓発など、様々

な活動を自ら希望するバランスで展

開できる状態」を言います。� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ワーク・ライフ・バランスが実現した

社会とは、「国民一人ひとりがやりが

いや充実感を感じながら働き、仕事上

の責任を果たすとともに、家庭や地域

生活などにおいても、子育て期、中高

年期といった人生の各段階に応じて

多様な生き方が選択・実現できる社

会」とされています。 

�

（２）県内事業所の状況 
●ワーク・ライフ・バランスの認知状況は５６．８％�

�

令和元年����� 年�のワーク・ライフ・バランスの認知状況は、「言葉も内容も知っている」

は �����、「知らない」は �����となっている（図表 ��）。�

�
図表 ��� ワーク・ライフ・バランスの認知状況（総数）�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

熊本県労働雇用創生課「令和元年度熊本県労働条件等実態調査」�

�

●次世代育成支援対策推進法で義務付けられている一般事業主行動計画策定率は、ほ

ぼ１００％�
�

� 令和 �年�����年�末時点における従業員 ���人以上の事業所では策定率 ����％となってい

る。一方で、策定が努力義務である従業員 ���人以下の事業所からの策定届提出数は、���事

業所となっている（図表 ��）。�

� �
�

図表 ��� 一般事業主行動計画策定状況（事業所）�

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

策定率（％） 99.1 99.5 99.8 99.3 99.8 99.8 99.6 99.6 99.0 99.5

届出数 （５６５／５７０） （５５９／５６２） （５６２／５６３） （５６１／５６５） （５４４／５４５） （５４７／５４８） （５５１／５５３） （５６４／５６６） （５６７／５７３） （５６７／５７０）

１００人以下 届出数 308 303 264 234 204 296 393 492 603 665

１０１人以上

従業員数

�
※平成 ��年 �月 �日から、一般事業主行動計画策定･届出の義務づけ範囲が、従業員 ���人以上の事業所

から従業員 ���人以上の事業所に拡充された。�
厚生労働省「次世代育成支援対策取組状況（令和 �年 ��月）」�

�
【参考】次世代育成支援対策推進法�

H21.4.1前 H21.4.1以降 H23.4.1以降 H23.4.1前 H23.4.1以降

301人以上 義務 義務 義務 義務

101人から300人 義務 義務

100人以下 努力義務 努力義務
努力義務 努力義務

規定なし

従業員

行動計画の公表及び従業員への

周知の義務化（H21.4.1施行）

行動計画の届出義務

企業の拡大(H23.4.1施行）

�
※平成 ��年 �月～平成 ��年 �月までの ��年間の時限立法であったが、令和 �年 �月 ��日まで ��年間�

延長された。�

�
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（３）育児休業 
●育児休業取得率は女性９５％超で定着、男性は７．０％で全国を下回る

令和 年 年 の本県の育児休業取得率は、女性は前年より ポイント増加し、 超

で概ね定着している。男性は ポイント増加し となったが全国との差が拡大、依然とし

て低い状態が続いている（図表 ・ ）。

図表 育児休業取得率（女性） 図表 育児休業取得率（男性）

※全国：厚生労働省「令和 年度雇用均等基本調査」

熊本県：熊本県労働雇用創生課「令和 年度熊本県労働条件等実態調査」

（４）子育て支援 
●子育て支援に関するさらなる充実が必要である

通常保育定員数は前年に比べ少なくなったが、令和 年度 年度 の保育所等利用待機児

童数は 名と前年度より大幅に減少した。

また、男女がともに働き続けるために必要となる放課後児童クラブ実施箇所数は増加傾向に

あり、今後も継続して子育て支援に関する様々なサービスの充実を図ることが重要である（図

表 ）。

図表 子育て支援に関する主な指標（熊本市も含む） （各年 月 日現在）

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

保育所等利用待機児童数 194 396 582 678 659 233 275 182 178 70

通常保育定員数 45,920 46,649 47,494 48,189 57,230 61,524 62,184 63,767 64,750 63,134

延長保育事業実施箇所数 507 521 528 547 496 556 497 592 591 412

休日保育事業実施箇所数 22 25 23 36 ―※ ―※ ―※ ―※ ―※ ―※

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ実施箇所数 25 26 27 27 27 29 29 29 29 29

病児・病後児保育事業実施箇所数 22 25 26 28 31 32 34 34 34 34

放課後児童クラブ実施箇所数 319 329 333 341 409 414 434 451 488 505

※平成 年度から子ども子育て支援新制度が施行され、休日保育事業実施箇所数に関しては、休日保育の事業

としての実施はなくなり、施設型給付の中で費用の補助をすることとなったため、事業箇所数の把握不可。

熊本県子ども未来課調べ
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（２）児童虐待相談件数の推移 
●県内の児童虐待相談件数は、前年から更に増加し過去最高に

令和 年度 年度 に本県の児童相談所に寄せられた相談件数は 件で、前年より

件増加し、過去最高となった（図表 ）。

図表 熊本県における児童虐待相談件数の推移
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※熊本県中央児童相談所、八代児童相談所、熊本市児童相談所（ ～）の合計件数

熊本県子ども家庭福祉課調べ

３ 女性の健康の状況
（１）人工妊娠中絶件数・実施率 

●人工妊娠中絶実施率は、一貫して全国平均を上回っている

本県の令和元年度 年度 人工妊娠中絶実施率（ ～ 歳の女子人口千対）は と前

年より ポイント減少したが、一貫して全国平均を上回っている（図表 ・ ）。

人工妊娠中絶は、女性の心とからだに大きな影響を与えることから、未然に防ぐために若い

うちから正しい性の知識の普及啓発が必要である。

図表 人工妊娠中絶実施率の推移（ ～ 歳の女子人口千対）
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厚生労働省「令和元年度衛生行政報告例」
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Ⅳ� 推進体制の充実・連携強化�
�

男女共同参画社会づくりを着実に進展させるためには、住民に一番身近で重要な役割を果た

す市町村と県が連携体制を強化し、各種施策に取組んでいく必要がある。�

また、行政間の連携だけではなく、男女共同参画社会の実現に向けて自主的に活動を展開し

ている各種団体を支援し、連携・協働を進めていく必要がある。�

ここでは、市町村や県民、ＮＰＯ等の団体との協働による取組状況などについてみていく。�
�

�
１� 男女共同参画計画の策定状況は ����％となった。�

２� 男女共同参画推進団体数は ��団体である。�

�

�

１� 市町村の取組状況�
�

（１）推進体制の整備状況 
�

男女共同参画宣言を行った市町村は ��市町である（図表 ��）。�
�

� 県内市町村における男女共同参画社会の推進体制の進捗状況は、次のとおりとなっている

（図表 ��）。�

� ・条例制定率� � �����（��市町村中、��市町村制定）�

� ・男女共同参画計画策定率� � ������（��市町村中、��市町村策定）�

� ・庁内推進会議設置率� � �����（��市町村中、��市町村設置）�

� ・民間有識者による審議機関（懇話会等）設置率�

� � � � � � � � � � � � �����（��市町村中、��市町村設置）�

� ・女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画� � ������（全市町村策定）�

�

� �
�

�

図表 ��� 熊本県の男女共同参画宣言都市（令和 �年 �月 �日現在）�

宣言年度 市町村名 備考

Ｈ７ 旧八代市 合併前に宣言

Ｈ１５ 旧菊池市 合併前に宣言

Ｈ１６ 荒尾市 H17.1.29

Ｈ１７ 水俣市 H17.11.20

Ｈ１８ 天草市 H19.2.17

宇城市 H19.11.21

合志市 H20.1.26

Ｈ２０ 上天草市 H21.1.24

八代市 H21.6.19

益城町 H21.9.15

菊池市 H22.11.20

大津町 H23.2.6

Ｈ２３ 菊陽町 H24.1.28

Ｈ１９

Ｈ２１

Ｈ２２

�
�

�

�

�

ポイント 

�
� ※男女共同参画宣言都市とは 
�
� 男女共同参画社会の実現に向けて気運を広く
醸成することを目的として、自治体を挙げて男
女共同参画社会づくりへの取組みを行うことを
宣言した都市。 
�  
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